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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，日本人間工学会(JES)／財団法人日本規格協

会(JSA)から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審

議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

制定に当たっては，日本工業規格と国際規格との対比，国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために，ISO 9241-6:1999，Ergonomic requirements 

for office work with visual display terminals (VDTs)－Part 6: Guidance on the work environment を基礎として用

いた。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について，責任は

もたない。 

JIS Z 8516 には，次に示す附属書がある。 

附属書 A（参考）照明 

附属書 B（参考）音の測定及び評価手法 

附属書 C（参考）全身振動の測定，評価及び判定 

附属書 D（参考）温熱環境 
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日本工業規格          JIS 
 Z 8516：2007 
 (ISO 9241-6：1999) 

人間工学－視覚表示装置を用いるオフィス作業－ 
作業環境に関する指針 

Ergonomics－ 
Office work with visual display terminals (VDTs)－ 

Guidance on the work environment 
 

序文 この規格は，1999 年に第 1 版として発行された ISO 9241-6，Ergonomic requirements for office work 

with visual display terminals (VDTs)－Part 6: Guidance on the work environment を翻訳し，技術的内容及び規格

票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考は，原国際規格にはない事項である。 

この規格は，JIS Z 8511（人間工学－視覚表示装置を用いるオフィス作業－通則）で規定する表示装置

（VDTs）を備えた，JIS Z 8501 で定義する作業システムに適用する。VDT を用いるオフィス作業は，種々

の作業環境で実行できる。作業環境は，ユーザーの快適性及び能率の両方に影響を及ぼす可能性がある。

さらに，作業環境は，VDT 及びその関連装置（例えば，プリンタ，コンピュータ）の特性によって影響さ

れる場合がある。 

この規格は，ユーザーの快適性及び能率を向上する環境条件を決定するための指針を提供するために作

成した。ユーザーと作業環境との間の相互作用を高めるためには，良好なバランスが必要な場合がある。

このため，この規格は，一般目標としての指針の原則，各項目（例えば，照明，騒音）に対する基本的な

要件を提供し，与えられた作業環境下で統合的に解決する（例えば，所定の仕事及び所定の環境において

音響環境を調整する。）ための指針を提供する。 

 

1. 適用範囲 この規格は，照明，騒音及び機械的振動の影響，電磁界及び静電気，熱的環境，空間の構

成並びに作業場の配置を考慮し，作業環境及びワークステーションの人間工学的設計の基本原則に関する

指針について規定する。 

この規格は，オフィス作業に表示装置（以下，VDT という。）を使用する作業システムにおける作業環

境及びワークステーションに適用する。ただし，この規格は，作業環境に関係する装置・機器の技術的特

性を規定しない。 

備考 この規格の対応国際規格を，次に示す。 

なお，対応の程度を表す記号は，ISO/IEC Guide 21 に基づき，IDT（一致している），MOD

（修正している），NEQ（同等でない）とする。 

ISO 9241-6:1999，Ergonomic requirements for office work with display terminals (VDTs)－Part 6: 

Guidance on the work environment (IDT) 

 


